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学校教育法の一部改正について（通知）

先の第１５１回国会において「学校教育法の一部を改正する法律 （以下「改正法」と」
いう ）が成立し、別添のとおり、平成１３年７月１１日付けをもって、法律第１０５号。

として公布されました。
今回の改正は、児童生徒の社会性や豊かな人間性を育む観点から、小学校等におけるボ

ランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動等の体験活動を促進するとともに、
一人一人の能力・適性に応じた教育を進め、その能力の伸長を図るため、大学における飛

び入学の促進等を図るものであります。また、児童生徒の問題行動への適切な対応を図る
ため、小学校及び中学校の出席停止制度の改善を行うとともに、男女共同参画社会の形成

の促進の観点から、盲学校、聾学校及び養護学校の寄宿舎に置かれる寮母の名称を変更す
るものであります。

その概要等は、下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に対処下さるようお願
いします。

各都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会、所管
又は所轄の学校及び学校法人等に対しても、改正の趣旨について周知を図るとともに、必

要な指導、助言又は援助をお願いします。

記

１ ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動等の体験活動の充実（第１８

条の２、第４０条、第５１条、第５１条の９、第７６条関係）
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校について、各

学校種の教育目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童生徒の体験的な学
習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の

充実に努めるものとするとともに、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との
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連携に十分配慮しなければならないとしたこと。

また、学校教育法の改正とあわせて社会教育法を改正し、教育委員会の事務として、青
少年に対する体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関することを規定して

、 、 。おり これは 学校教育と社会教育とが相まって体験活動を促進していく趣旨であること
なお、体験活動の実施に当たっての留意点に関しては、別途通知する予定であり、これ

に留意して適切に対処すること。

２ 出席停止（第２６条関係）
小学校及び中学校における出席停止について、他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財

産上の損失を与える行為、職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為、施設又は設備を損壊
する行為、授業その他の教育活動の実施を妨げる行為を繰り返し行う等性行不良であって

他の児童生徒の教育に妨げがあるときに命ずることができることとし、要件の明確化を図
ったこと。

また、市町村教育委員会が出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取
するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならないこととするととも

に、その他出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとす
ることとし、手続に関する規定の整備を図ったこと。

さらに、市町村教育委員会は、出席停止の期間中の児童生徒の学習の支援その他の教育
上必要な措置を講ずるものとすることとしたこと。

なお、法改正を踏まえ、各市町村教育委員会においては、その施行日（平成１４年１月
１１日）までに、第３項に基づいて所要の教育委員会規則を整備する必要があること。ま

た、法改正を踏まえた出席停止制度の具体的な運用の在り方については、別途通知する予
定であり、これに留意して適切に対処すること。

３ 大学への飛び入学（第５６条関係）

、 、大学への入学について 高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者であって
数学又は物理学の分野に限らず大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認め

るものを、当該大学に入学させることができることとしたこと。ただし、この飛び入学を
実施し得る大学は、当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること

及び当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上
の実績及び指導体制を有することという要件を満たす大学に限られること。

なお、関係省令の改正については追ってこれを行うとともに、大学への飛び入学の実施
に当たっての配慮事項等に関しては、別途通知する予定であり、これに留意して適切に対

処すること。

（ ）４ 夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科 第６６条の２関係

大学院を置く大学には、夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究
科を置くことができることを法律上明確化したこと。

５ 大学院への飛び入学（第６７条関係）

大学院を置く大学は、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者であって、当該
大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入

学させることができることとし、大学院への飛び入学について法律上明確化したこと。



なお、関係省令の改正については追ってこれを行うとともに、大学院への飛び入学の実

施に当たっての配慮事項等に関しては、別途通知する予定であり、これに留意して適切に
対処すること。

６ 名誉教授（第６８条の３関係）
大学は、勤務年数を問わずに、名誉教授の称号を授与できるようにしたこと。

７ 寄宿舎指導員（第７３条の３関係）

盲学校、聾学校及び養護学校の寄宿舎の「寮母」の名称を、男女共同参画社会の形成の
促進の観点から 「寄宿舎指導員」に変更するとともに、その職務内容を「養育に従事す、

る」から「日常生活上の世話及び生活指導に従事する」としたこと。
なお、法改正を踏まえ、その施行日（平成１４年４月１日）までに、寮母の設置又は職

務内容等について規定をしている教育委員会規則等の規定の見直しを図ること。

８ その他の事項（第５２条の２、第５４条、第５５条、第５７条、第６９条の２、
第７６条、第８２条の１０関係）

大学の通信教育及び大学への飛び入学に係る法改正に伴い、必要な規定の整備を行った
こと。

９ 改正法附則関係

（１）施行期日（改正法附則第１条関係）
改正法は、平成１３年７月１１日から施行するものであること。ただし、出席停止に係

る規定については、平成１４年１月１１日から、大学及び大学院への飛び入学並びに寄宿
舎指導員に係る規定については、平成１４年４月１日から、それぞれ施行するものである

こと。
（２）市町村立学校職員給与負担法等の一部改正（改正法附則第２条関係）

市町村立学校職員給与負担法等について、規定中の「寮母」を「寄宿舎指導員」に改め
たこと。

（３）社会教育法等の一部改正（改正法附則第３条、第４条関係）
社会教育法等について、大学の通信教育に係る必要な規定の整備を行ったこ

と。
（４）博物館法等の一部改正（改正法附則第５条から第１６条関係）

博物館法等について、大学への飛び入学に係る法改正に伴い、必要な規定の整備を行っ
たこと。


